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第１ 国税関係

Ⅰ 所得税関係

適用期限の延長

肉用牛の売却による農業所得の課税の特例について、次のとおり見直しを行っ

たうえ、その適用期限を３年延長する。

① 免税対象牛の売却頭数が年間 頭を超える場合には、その超える部分の2,000
所得については、免税対象から除外する。

② 免税対象牛の対象範囲から売却価額５０万円以上の乳用種を除外する。

Ⅱ 法人税関係

１ 新規・拡充

（１）老人福祉法の一部改正に伴い厚生農業協同組合連合会が特別養護老人ホーム

を設置・運営する場合においても 当該厚生農業協同組合連合会を引き続き 公、 「
益法人等」に該当するものとして収益事業以外の事業については法人税を課さ
ない等の措置を講ずる。

（２）農林漁業、食料品製造業等の減価償却資産の使用実態を踏まえ、機械及び装

置について資産区分の大括り化を図るとともに、法定耐用年数等の見直しを行

う。

（３）研究開発税制について、試験研究費の増加分に対する税額控除率の上乗せ措

置を改組し、次の措置のいずれかを選択適用できる制度を創設する（２年適

用 。この制度の控除税額の上限は、試験研究費の総額に係る税額控除制度と）

は別に、当期法人税額の１０％相当額とする。

① 試験研究費の額が比較試験研究費（前３期の試験研究費の平均額）の額を超

え、かつ、基準試験研究費（前２期の試験研究費の額のうち最も多い額）の額
を超える場合には、試験研究費の額が比較試験研究費の額を超える部分の金額
の５％相当額を税額控除できる措置

② 試験研究費の額が平均売上金額の１０％相当額を超える場合には、その超え

る部分の金額に税額控除率を乗じた金額を税額控除できる措置

（注）税額控除率＝（試験研究費割合－１０％）×０ ２.

（４）農林水産業と商工業との連携等を促進するための税制措置を次のとおり講ず

る。

（ ）① 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律 仮称

の制定と併せて、中小企業等基盤強化税制（特別償却３０％、税額控除７％）
の対象に、同法の認定農商工等連携事業活動計画（仮称）に従って農商工等連
携事業活動（仮称）を行う中小企業者が取得する同計画に定める機械装置を追
加する。
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② 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法

律の一部改正と併せて、集積区域における集積産業用資産の特別償却制度（機

械等１５％、建物等８％）の対象に食料品製造業等農林水産業の活性化に資す

る業種を追加する。

（５）エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却制度（３０％）

又は税額控除制度（７％）について、省エネビルシステムを追加するなど対象

設備の見直しを行ったうえ、その適用期限を２年延長する。

（６）農林中央金庫等の合併に係る課税の特例について、漁業協同組合と漁業協同

組合との合併を追加する。

２ 適用期限の延長

（１）適格退職年金制度、確定拠出年金制度及び確定給付企業年金制度の積立金に

係る特別法人税（１％）の課税停止措置の適用期限を３年延長する。

（２）中小企業者に該当する農業者等が機械等を取得した場合の特別償却制度（３

０％）又は税額控除制度（７％）の適用期限を２年延長する。

（３）公害防止用設備を取得した場合の特別償却制度（１４％等）について、法定

耐用年数の見直しと併せて対象設備から汚水処理用設備（構築物及び機械装

置 、ばい煙処理用設備及び窒素酸化物抑制設備を除外したうえ、その適用期）

限を２年延長する。

（４）生物資源利用製品製造設備を取得した場合の特別償却制度（１４％）につい

て、制度の活用実態及び法定耐用年数の見直しと併せて対象設備から家畜排せ

つ物たい肥化設備等を除外したうえ、その適用期限を２年延長する。

（５）造林等を行う海外法人の株式等を取得した場合の海外投資等損失準備金制度

（取得価額の３０％積立）の適用期限を２年延長する。

３ その他

（１）鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例について、対象から食品の製造過程

の管理の高度化に関する臨時措置法に係る措置を除外する。

（２）経営革新計画を実施する中小企業者に対する特定同族会社の特別税率の不適

用制度は、経営革新計画の承認を受けている中小企業者に係る経過措置を講じ

たうえ廃止する。



- 3 -

Ⅲ 相続税・贈与税関係

適用期限の延長

１ 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除

の特例措置（１千万円加算等）の適用期限を２年延長する。

２ 農地等に係る贈与税の納税猶予の特例の適用を受けている者が、特例適用農地

等のすべてについて一定の農業生産法人に使用貸借による権利の設定をした場合

において、納税猶予の特例を継続する措置の適用期限を３年延長する。

Ⅳ 登録免許税関係

１ 新規・拡充

老人福祉法の一部改正に伴い厚生農業協同組合連合会が設置・運営する特別養

護老人ホームを取得した場合の所有権の移転登記に係る非課税措置を創設する。

２ 適用期限の延長

（１）農地保有合理化法人が農用地を取得した場合の所有権の移転登記に対する税

率の軽減措置について、平成２１年４月１日以後に受ける所有権の移転登記に

係る軽減税率を１，０００分の１０（現行１，０００分の８）に引き上げたう

え、その適用期限を２年延長する。

（２）漁業協同組合が水産業協同組合法の規定により漁業協同組合連合会の権利義

務を包括承継した場合の不動産の所有権の移転登記等に対する税率の軽減措置

について、平成２１年４月１日以後に包括承継した場合の軽減税率を、不動産

又は船舶の所有権の移転登記にあっては１，０００分の５（現行１，０００分

の４）に、不動産の地上権又は賃借権の移転登記にあっては１，０００分の３

（現行１，０００分の２）に引き上げたうえ、その適用期限を２年延長する。

（３）産業活力再生特別措置法の認定事業再構築計画等に基づき行う登記に対する

税率の軽減措置について、株式会社の設立又は資本金の額の増加の登記の軽減

税率を１，０００分の３ ５（現行１，０００分の２ ５）に引き上げる等の見. .
直しを行ったうえ、その適用期限を２年延長する。

（４）農林中央金庫等が行う組織再編成によってする登記に対する税率の軽減措置

について、次の措置を講じたうえ、適用期限を２年延長する。

① 適用対象を、農業協同組合が他の農業協同組合と合併をした場合及び農林中

央金庫が信用農業協同組合連合会から事業譲渡を受けた場合とする。

② 平成２１年４月１日以後に農業協同組合が他の農業協同組合と合併をした場

合における不動産の所有権の移転登記に係る軽減税率を１，０００分の３（現

行１，０００分の２ ５）に引き上げる。.
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３ その他

（１）漁業協同組合が漁業協同組合合併促進法の規定による認定を受けて合併した

場合の不動産の所有権の移転登記等に対する税率の軽減措置を廃止する。

（２）農業信用基金協会が保証事業を譲渡した場合の抵当権の移転登記に対する税

率の軽減措置を廃止する。

Ⅴ 揮発油税・地方道路税関係

新規・拡充

バイオマス由来燃料を混和して製造されたガソリンについて、揮発油等の品質

の確保等に関する法律の改正と併せて、バイオマス由来燃料に含まれるエタノー

ルに相当する揮発油税及び地方道路税を軽減する措置を平成２５年３月３１日ま

でに限り講ずる。

Ⅵ 石油石炭税関係

適用期限の延長

１ 輸入農林漁業用Ａ重油に係る免税措置（１ 当たり２ ０４０円）の適用期KL ,
限を２年延長する。

２ 国産農林漁業用Ａ重油に係る還付措置（１ 当たり２ ０４０円）の適用期KL ,
限を２年延長する。

Ⅶ 複数税目

１ 独立行政法人緑資源機構の廃止に伴い独立行政法人森林総合研究所に承継され

る業務が円滑に実施できるよう所要の税制措置を講ずる。

２ 公益法人制度改革に伴い、公益社団・公益財団法人に対する課税関係や寄附金

税制の見直し等、新たな公益法人制度に対応する税制上の措置を講ずる。
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第２ 地方税関係

Ⅰ 住民税関係

１ 新規・拡充

（１）老人福祉法の一部改正に伴い厚生農業協同組合連合会が特別養護老人ホーム

を設置・運営する場合においても引き続き公益法人等として扱う措置を講ず
る。

（２）国外関連者との取引に係る課税の特例（いわゆる移転価格税制）について、

租税条約の相手国との相互協議に係る法人住民税の徴収猶予制度等を創設す

る。

（３）中小企業技術基盤強化税制に係る特例措置ついて、国税と同様の措置を講ず

る。

２ 適用期限の延長

（１）適格退職年金制度、確定拠出年金制度及び確定給付企業年金制度の積立金に

係る特別法人税（１％）の課税停止措置の適用期限を３年延長する。

（２）肉用牛の売却による農業所得の個人住民税の課税の特例について、次のとお

り見直しを行ったうえ、その適用期限を３年延長する。

① 免税対象牛の売却頭数が年間 頭を超える場合には、その超える部分2,000
の所得については、免税対象から除外する。

② 免税対象牛の対象範囲から売却価額５０万円以上の乳用種を除外する。

３ その他

減価償却制度の見直しに併せて一定の整理を行う。

Ⅱ 事業税関係

１ 新規・拡充

（１）老人福祉法の一部改正に伴い厚生農業協同組合連合会が特別養護老人ホーム
を設置・運営する場合においても引き続き公益法人等として扱う措置を講ず
る。

（２）国外関連者との取引に係る課税の特例（いわゆる移転価格税制）について、

租税条約の相手国との相互協議に係る法人事業税の徴収猶予制度等を創設す

る。

２ その他

減価償却制度の見直しに併せて一定の整理を行う。
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Ⅲ 不動産取得税関係

１ 新規・拡充

（１）老人福祉法の一部改正に伴い厚生農業協同組合連合会が設置・運営する特別

養護老人ホームを取得した場合の非課税措置を創設する。

（２）農業協同組合又は農業協同組合連合会の現物出資により設立される株式会社

又は合同会社が当該現物出資に伴い取得する不動産に係る非課税措置につい

て、対象に漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が現物出資により設立する株

式会社又は合同会社を加える。

２ 適用期限の延長

（１）食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の適用期間の延長と併せ

て、同法に基づく資金の貸付けを受けて取得する共同利用施設に係る課税標準

の特例措置を存続する。

（２）農業協同組合等が国の補助金又は交付金の交付を受けて取得する農林漁業経

営の近代化又は合理化のための共同利用施設に係る課税標準の特例措置につい

て、当該施設が農業近代化資金等の貸付けを受けている場合における特例措置

の重複適用を廃止したうえ、その適用期限を２年延長する。

（３）農業振興地域の整備に関する法律の規定による市町村長の勧告等によって取

得する農用地区域内にある土地に係る課税標準の特例措置（３分の１軽減）の

適用期限を２年延長する。

（４）農地保有合理化法人が担い手農業者確保事業により取得する農地等に係る納

税義務の免除措置等について、納税義務の免除措置等の期間を５年延長する特

例措置の適用期限を２年延長する。

（５）農地保有合理化法人が長期貸付農地保有合理化事業により取得する農地等に

係る課税標準の特例措置（３分の２軽減）の適用期限を２年延長する。

（６）農地等に係る贈与税の納税猶予の特例の適用を受けている者が、特例適用農

地等のすべてについて一定の農業生産法人に使用貸借による権利の設定をした

場合において、贈与税の納税猶予の継続を認められたときに係る徴収猶予の特

例措置の適用期限を３年延長する。

３ その他

（１）土地改良法の規定により取得する埋立地又は干拓地に係る非課税措置を廃止
する。

（２）林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法の規
定に基づく資金の貸付けに係る特例措置を廃止する。
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Ⅳ 固定資産税・都市計画税関係

１ 新規・拡充

（１）老人福祉法の一部改正に伴い厚生農業協同組合連合会が設置・運営する特別

養護老人ホームの非課税措置を創設する。

（２）食品循環資源再生処理装置に係る特例措置について、対象を改正食品リサイ

クル法に基づく再生利用事業計画の認定を受けた事業者が取得するものに限定

し、軽減率を３年間３分の１（現行３年間５分の１）としたうえ、その適用期

限を２年延長する。

（３）農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律

（仮称）の制定と併せて、同法の認定を受けた事業者が取得するバイオ燃料製
造設備（エタノール、ディーゼル、ガス、木質ペレットの各製造設備）に係る
課税標準の特例措置（３年間２分の１軽減）を創設する。

（４）能登半島地震災害による被災代替家屋等に係る課税標準の特例措置（４年間

２分の１軽減）を創設する。

（５）新潟県中越沖地震災害による被災代替家屋等に係る課税標準の特例措置（４

年間２分の１軽減）を創設する。

２ 適用期限の延長

（１）公害防止用設備に係る課税標準の特例措置について、窒素酸化物燃焼改善設

備、湖沼水質保全特別措置法の指定施設に係る汚水処理施設及びダイオキシン

類に係る処理施設の課税標準の軽減率を４分の１等（現行３分の１等）とした

うえ、その適用期限を２年延長する。

（２）廃棄物再生処理用設備に係る課税標準の特例措置（３年間４分の１軽減）に

ついて、廃木材乾燥熱圧装置を対象から除外したうえ、その適用期限を２年延

長する。

（３）卸売市場機能高度化事業を行う地方卸売市場の開設者等が直接その本来の業

務の用に供する一定の家屋及び償却資産に係る課税標準の軽減率を３分の１

（現行２分の１）としたうえ、その適用期限を２年延長する。

（４）新築住宅に係る税額の減額措置（３年間２分の１軽減等）の適用期限を２年

延長する。

（５）家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律に基づく家畜排せ

つ物の処理又は保管の用に供する施設に係る課税標準の特例措置（５年間３分

の１軽減）について、対象を屋根及び側壁を有する一定規模以上の発酵施設に

限定したうえ、その適用期限を２年延長する。
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３ その他

（ ） 。１ バイオテクノロジーの試験研究用設備に係る課税標準の特例措置を廃止する

（２）農業協同組合等が所有し、有線放送電話業務の用に供する償却資産に係る課

税標準の特例措置を廃止する。

（３）地域エネルギー利用設備に係る課税標準の特例措置を廃止する。

Ⅴ 軽油引取税関係

新規・拡充

農業用機械の動力源に供する軽油に対する課税免除措置の対象に、基幹的な作

業の全てを受託する農作業受託者を加える。

Ⅵ 事業所税関係

１ 適用期限の延長

特定農産加工業経営改善臨時措置法に基づき特定農産加工業者等が事業の用に

供する一定の施設に対する課税標準の特例措置（４分の１軽減）の適用期限を１

年延長する。

※ 特定農産加工業経営改善臨時措置法の期限は平成 年 月21 6

２ その他

生鮮食料品の価格安定に資することを目的として設置される一定の施設に対す

る資産割に係る課税標準の特例措置について、対象から大規模野菜低温貯蔵庫を

除外する。

Ⅶ 複数税目

１ 独立行政法人緑資源機構の廃止に伴い独立行政法人森林総合研究所に承継され

る業務が円滑に実施できるよう所要の税制措置を講ずる。

２ 公益法人制度改革に伴い、公益社団・公益財団法人に対する課税関係や寄附金

税制の見直し等、新たな公益法人制度に対応する税制上の措置を講ずる。


